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第１章  総 則 

（目的） 

第１条 この定款細則は、公益社団法人兵庫県看護協会

（以下「本会」という。） 

 定款第４条及び第５６条の規定に基づき本会の運営に

必要な事項を定める。 

２ この細則に定めのない事項については、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律、その他法令の定めると

ころによる。 

 

第２章  事 業 

（事業） 

第２条 定款第４条に定める事業は、公益社団法人日本看

護協会（以下「日看協」という。）との連携において行

う。 

 

第３章  会 員 

（入会手続き） 

第３条 会員になろうとする者は、入会申込書に当該年度

の会費等を添えて本会会長（以下「会長」という。）に

提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の申込書提出により入会を認め、会員名

簿に登録し会員証を交付する。 

３ 会長は、日看協の法人会員になるものとする。 

４ 定時総会で決定された名誉会員に対し、本会は名誉会

員名簿に登録する。 

 

（退会の手続き） 

第４条 正会員が退会しようとするときは、会長が別に定

める退会届に会員証を添えて会長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の場合、会員は、退会届を提出した日をもって、

会員の身分を喪失する。 

３ 第１項の申込を受けたときは、本会は、当該会員につ

いて正会員名簿の登録を抹消しなければならない。 

 

（会員の住所の変更） 

第５条 正会員は、住所又は就業地を変更したときは、変

更届けを会長に提出しなければならない。 

 

（職種の変更） 

第６条 正会員が保健師、助産師、看護師及び准看護師の

職種を変更するときは、 

 当該年度の入会申込時に変更する。 

（会員管理業務の一部受託） 

第７条 本会は、日看協から会員管理業務の一部として、

入会申し込みの受付、会費の徴収等の業務を受託するも

のとする。 

 

（除名） 

第８条 正会員が定款第１０条の規定に該当し、除名の決

議を行う場合は、当該会員に対し、総会の１週間前まで

に理由を付して通知し、総会において弁明の機会を与え

なければならない。 

２ 除名が決議されたときは、その会員に対し除名の理由

を明らかにし、直ちにその旨を通知しなければならない。 

 

第４章  会 費 等 

（会費等） 

第９条 正会員の会費は１か年７,０００円とし、日看協会

費１か年５,０００円とあわせて納入しなければならな

い。本会は会費に総会において定められた建築費・維持

費を附加することができる。ただし、名誉会員はこの限

りではない。 

 



    

（会費等納入期日） 

第１０条 会費等は、毎年１月３１日までに翌年度分を前

納しなければならない。ただし、新入会員の会費納入日

はこの限りではない。 

 

（会費等の不返還） 

第１１条 一旦納入した会費等は事由のいかんを問わず

返還しない。 

 

第５章  役 員 

（役員） 

第１２条 定款第２７条の役員の規定は、次のとおりとす

る。 

２ 定款第２７条第２項の副会長は、これを第一副会長・

第二副会長とする。 

３ 定款第２７条第２項の専務理事及び常務理事は、常勤

とする。 

４ 定款第２７条第４項の理事のうち、職能理事４名は、

保健師、助産師、看護師職能Ⅰ及び看護師職能Ⅱから各

１名、業務担当理事は１名、地区理事９名は９支部から

各１名、また准看護師理事は准看護師から１名それぞれ

選出する。 

５ 定款第２７条第１項第２項の監事のうち、２名は本会

の業務に精通した者、第５項の監事は会員以外から会計

制度に精通した者若しくは関係法令に精通した者１名

を選出する。 

６ 役員の職務権限に関する事項は、理事会の議決を経て

別に定める。 

（ 役員の任期 ） 

第１３条  役員及び監事の任期は、定款第３２条第１項の

規定にかかわらず、同一の職に引き続き就任する場合は、

選任後６年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する定時総会の終結の時を越えて就任することは

できない。 

 

第６章 選  挙 

（役員等の選挙） 

第１４条 定款第２７条第１項の役員、推薦委員及び選挙

管理委員（以下「役員等」という。）の選挙は、次のと

おりとする。 

２ 役員等の候補者は、推薦委員会が正会員の中から推薦

した者、並びに立候補した者の中から選出する。 

３ 役員等に立候補しようとする者は、正会員５名以上の

推薦を受けて、総会の２か月前までに選挙管理委員会へ

届け出なければならない。 

 

（役員の改選） 

第１５条 役員は、半数を奇数年次（西暦）に、残りの半

数を偶数年次（西暦）に開催される総会において改選す

る。 

２ 会長、第二副会長、地区理事４名（神戸東部・北播・

西播・但馬地区）、保健師職能理事、看護師職能Ⅱ理事、

准看護師理事、及び監事１名を奇数年次（西暦）に改選

する。 

３ 第一副会長、地区理事５名（阪神南・阪神北・神戸中

部・神戸西部・東播地区）、助産師職能理事、看護師職

能Ⅰ理事及び監事２名を偶数年次（西暦）に改選する。 

４ 専務理事及び常務理事並びに業務担当理事は、理事会

の推薦により総会において選挙する。 

 

（選挙管理委員会） 

第１６条 選挙管理委員会の構成及び所掌事務は、次のと

おりとする。 

（１）選挙管理委員会は９名で構成し、委員長は委員の互

選による。 

（２）選挙管理委員会は、選挙に関する事務を所掌する。 

 

第７章  本会代議員及び予備代議員 

（本会代議員及び予備代議員の選出） 

第１７条 本会代議員及び予備代議員（以下「本会代議員

等」という。）は、支部会員会において選出するものと

する。 

２ 本会代議員は、概ね正会員１５０人の中から１人の割

合をもって選出する。 

３ 本会代議員には、看護師１名、保健師、助産師及び准

看護師から各１名を選出しなければならない。これを超

える本会代議員の選出は職を問わないものとし、支部別

に会員数に応じて割り当て選出する。 

４ 本会予備代議員の選出は、第２項及び第３項を準用す

る。 

５ 本会代議員等に立候補しようとする者は、正会員５名

以上の推薦を受けて、支部会員会２か月前までに選挙管

理委員会へ届け出なければならない。 

（本会代議員の任期） 



    

第１８条 本会代議員の任期は、選出後の翌年度の４月１

日から１年間とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（本会代議員の任務） 

第１９条 本会代議員は、総会に出席し、選挙権及び議決

権を行使する。 

２ 本会代議員は、選挙権及び議決権の行使に当たっては、

事前に会員の意見を聴取するとともに、総会議決事項に

ついて正会員に報告し、本会及び支部活動に反映させる

ものとする。 

 

（本会代議員等の資格喪失） 

第２０条 本会代議員等は、やむを得ない理由がある場合

は、辞任届を提出することにより、本会代議員等を辞任

することができる。 

２ 本会代議員等は、正会員としての地位を喪失した場合

は、その資格を喪失する。 

 

（本会予備代議員の任務） 

第２１条 本会予備代議員は、本会代議員に事故あるとき、

又は本会代議員から辞退の届出があった場合、若しくは

本会代議員から表決を委任されたときにその任務を代

行する。 

 

（本会代議員等の選出の報告） 

第２２条 地区理事は、支部会員会において選出された本

会代議員等の名簿を作成し、選出の翌月末日までに本会

会長へ提出する。 

 

 

第８章 日看協代議員及び予備代議員 

（日看協代議員及び予備代議員の選出） 

第２３条 日看協代議員及び予備代議員（以下「日看協代

議員等」という。）は、定時総会において選出するもの

とする。 

２ 代議員は、役員を含め正会員の中から推薦委員会が推

薦する。 

３ 代議員には、看護師２名、保健師、助産師及び准看護

師から各１名を選出しなければならない。これを超える

代議員の選出は職を問わないものとし、支部別に会員数

に応じ割り当て選出する。 

４ 予備代議員の選出は、第２項及び第３項を準用する。 

５ 日看協代議員等に立候補しようとする者は、正会員５

名以上の推薦を受けて、総会２か月前までに選挙管理委

員会へ届出なければならない。 

 

（日看協代議員等の任期） 

第２４条 日看協代議員等の任期は、選出後最初に実施さ

れる日看協代議員等の選出のときまでとする。ただし、

再任を妨げない。 

 

（日看協代議員の任務） 

第２５条 日看協代議員は、日看協の総会に出席し、選挙

権及び議決権を行使する。 

２ 日看協代議員は、本会が開催する代議員研修会に参加

するものとする。 

３ 日看協代議員は、前項に定める選挙権及び議決権の行

使に当たっては、事前に会員の意見を聴取するとともに、

総会議決事項について正会員に報告し、本会及び支部活

動に反映させるものとする。 

（日看協代議員の資格喪失） 

第２６条 日看協代議員は、やむを得ない理由がある場合

は、辞任届を提出することにより、日看協代議員を辞任

することができる。 

２ 日看協代議員は、正会員としての地位を喪失した場合

は、その資格を喪失する。 

 

（予備代議員の任務） 

第２７条 日看協予備代議員は、日看協代議員に事故ある

時又は日看協代議員から辞任の届出があった場合にそ

の任務を代行する。 

 

（日看協代議員等選出の報告） 

第２８条 会長は、定時総会において選出された日看協代

議員等の名簿を作成し、前年度７月末日までに日看協会

長へ送付する。  

 

第９章  総  会 

（総会運営規則） 

第２９条 総会の運営に関して必要な事項は、理事会の議

決を経て別に定める。 

 

 

第１０章  理 事 会 



    

（理事会の開催） 

第３０条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種類

とする。 

２ 通常理事会は、年８回以上開催する。 

 

３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に

開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき 

（２）会長以外の理事又は監事から会長に対し、会議の目

的である事項を記載した書面をもって招集請求があっ

たとき 

（３）前項の規定による請求があった日から５日以内に、

理事会の招集通知（その請求があった日から２週間以

内の日を開催日とする者に限る。）が発せられない場合

に、その請求した理事又は監事が招集するとき 

 

（理事会の定足数） 

第３１条 理事会は、理事総数の２分の１以上が出席しな

ければ開くことができない。 

 

（決議の省略） 

第３２条 理事が理事会の決議の目的である事項につい

て提案した場合において、当該提案につき理事の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったもの

とみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限

りでない。 

 

（理事会運営規則） 

第３３条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令及び定

款並びに定款細則に定めるもののほか、理事会の決議に

より別に定める理事会運営規則による。 

 

第１１章  推薦委員会 

（推薦委員会の設置） 

第３４条 推薦委員会の構成及び所掌事務は、次のとおり

とする。 

（１）推薦委員会は９名で構成し、委員長は委員の互選に

よる。 

（２）推薦委員会は、役員、推薦委員及び本会代議員等並

びに日看協代議員等の改選に際し、その候補者の推薦に

関する事務を所掌する。 

 

第１２章  施設代表者会 

（施設代表者会） 

第３５条 施設代表者会は、理事及び会員が就業する施設

の代表者で構成する。 

２ 施設代表者会は、会長が招集し、その議長となる。 

３ 施設代表者会は、年２回以上招集する。ただし、必要

があるときは臨時に召集する。 

４ 施設代表者会は、本会及び日看協の看護に関する動向

及び医療・福祉・介護等に関する情報の提供及び会員施

設の諸問題等に関する情報交換を行う。 

 

第１３章  支  部 

（支部の設置） 

第３６条 本会に次の支部を置く。 

（１）阪神南支部 

（２）阪神北支部 

（３）神戸東部支部 

（４）神戸中部支部 

（５）神戸西部支部 

（６）東播支部 

（７）北播支部 

（８）西播支部 

（９）但馬支部 

（支部運営規則） 

第３７条 支部運営に関して必要な事項は、理事会の決議

により別に定める支部運営規則による。  

 

第１４章  支部代表会議 

（支部代表会議） 

第３８条 本会に、支部代表会議を置く。 

２ 支部代表会議は、次の各号の事項について協議する。 

（１）本会と支部との連携に関する事項 

（２）支部運営に関する事項 

（３）支部間の情報交流等に関する事項 

（４）その他、支部代表会議で検討を必要とする事項 

３ 支部代表会議は、理事及び各支部代表を持って構成す

る。 

４ 必要に応じ、支部代表会議に各支部の支部代表補佐１

名を出席させることができる。 

５ 支部代表会議は、年２回以上招集する。ただし、必要

あるときは臨時に召集する。 



    

６ 支部代表会議は、会長が招集し、その議長となる。 

 

第１５章  細則の変更 

（細則の変更） 

第３９条 この細則を変更するときは、理事会の議決を経

なければならない。 

 

第１６章  補  則 

（定めのない事項の取扱い） 

第４０条 この細則に定めのない事項、若しくはこの細則

により難い事項については、そのつど定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

  この定款細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の

日から施行する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

この定款細則は、平成２５年６月１９日から施行する。 

この定款細則は、平成２６年２月 ８日から施行する。 

 

 

 


